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○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
条
例
第
二
八
号
） 

１ 

店
舗
を
設
け
て
、
専
ら
、
面
識
の
な
い
異
性
と
の
一
時
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
た
め

の
交
際
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
当
該
店
舗
内
に
お
い
て
そ
の
者
が
異
性
の
姿
態
を
見
て

し
た
面
会
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
こ
と
等
に
よ
り
異
性
を
紹
介
す
る
営
業
に
係
る
営
業
禁

止
地
域
、
営
業
時
間
の
制
限
及
び
広
告
制
限
地
域
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
三
条
及

び
別
表
第
五
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
九
号
） 

１ 

佐
賀
県
立
金
立
養
護
学
校
ほ
か
四
校
の
県
立
学
校
の
名
称
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。（
別

表
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
条
例
第
三
〇
号
） 

１ 

佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

み
ど
り
園
及
び
聖
華
園
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

佐
賀
婦
人
寮
設
置
条
例
及
び
佐
賀
県
立
希
望
の
家
条
例
の
廃
止
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

佐
賀
婦
人
寮
及
び
佐
賀
県
立
希
望
の
家
を
廃
止
す
る
た
め
、
佐
賀
婦
人
寮
設
置
条
例
及

び
佐
賀
県
立
希
望
の
家
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

佐
賀
県
立
福
祉
施
設
の
民
間
移
譲
に
係
る
県
有
財
産
の
譲
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第 

 

三
一
号
） 



2 

１ 

当
分
の
間
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
四
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
く
交
付
を
行
う
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
は
、
佐
賀
県
後
期
高
齢

者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二

項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
三
二
号
） 

１ 

佐
賀
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
基
金
を
廃
止
す
る
た
め
、
佐
賀
県
中
山
間
地
域

等
直
接
支
払
制
度
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


